
　◆　商品先物取引の契約締結前交付書面（大阪取引所）

　◆　金融ADR制度のご案内

必 ず お 読 み く だ さ い

「契約締結前交付書面」は金融商品取引法の規程に基づき作成
されたもので、同法第 37 条の 3 の規程により、お取引をいた
だく前に、商品の内容を正確にご理解いただくための重要なポ
イントを記載しております。
必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、お
取引いただきますようお願いいたします。

契約締結前交付書面





ၟရඛ≀取引のዎ⣙⥾⤖๓᭩㠃

（この᭩㠃は、金融商品取引法第 37 ᮲の 3 のつ定にࡼりおΏしするࡶのです。） 

 この᭩㠃には、金融商品取引法第㸰᮲第㸶㡯第１号につ定する商品関連市場ࢸࣂࣜࢹブ

取引として⾜ࢀࢃる商品ඛ≀取引を⾜っていࡔࡓく上でのࣜࡸࢡࢫ␃意Ⅼがグ㍕ࢀࡉてい

ます。あࡼࡵࡌࡽくおㄞࡳいࡔࡓき、ご᫂なⅬは、お取引㛤ጞ๓にご☜ㄆくࡉࡔい。 

◯ ඛ≀取引とは、ある対㇟商品を、ᑗ᮶のあࡵࡌࡽ定ࡓࢀࡽࡵᮇ日に、⌧時Ⅼで定ࡓࡵ

⣙定౯᱁にᇶ࡙き㈙することをዎ⣙する取引です。ࡔࡓし、ᮇ日までᚅࡎࡓに、対

㈙（㈙方の場ྜは㌿、方の場ྜは㈙ᡠし）を⾜࠺ことで、ዎ⣙を解ᾘすることࡶ

ྍ⬟です。 

◯ 受Ώ決῭ᆺ商品ඛ≀取引は、㈗金ᒓ࣒ࢦࡸ、㎰⏘≀等（金融商品取引法⾜௧第１᮲の

17 の㸰のつ定にᇶ࡙き金融ᗇ㛗ᐁが指定する商品）を対㇟商品としࡶࡓのであり、ᮇ日

までに対㈙にࡼって決῭ࢀࡉなっࡓ場ྜには、ࡑのᘓ⋢は⌧≀商品の⌧Ώし・⌧

引きにࡼって決῭が⾜ࢀࢃます。 

◯ って決ࡼ商品ඛ≀取引は、金とⓑ金を対㇟商品としており、ᮇ日までに対㈙にࢽ࣑

場ྜには、ዎ⣙時の⣙定್ẁと᭱⤊Ύ⟬್ẁのᕪ㢠を受ᡶいすることࡓっなࢀࡉ῭

で、ᕪ金決῭が⾜ࢀࢃます。 

◯ 㝈日商品ඛ≀取引は、金とⓑ金を対㇟商品としており、ྠ୍取引日中に対㈙にࡼっ

て決῭ࢀࡉなっࡓ場ྜには、ࡑのᘓ⋢は⮬動的にᣢࡕ㉺ࢀࡉます。 

◯ 商品ඛ≀取引は、ከ㢠の利┈がᚓࢀࡽることࡶある㠃、ከ㢠のᦆኻがⓎ⏕するྍ⬟ᛶ

をྜࢃせࡶつ取引です。しࡓがって、取引を㛤ጞする場ྜཪは⥅続して⾜࠺場ྜには、

取引の⤌ࢡࢫࣜࡸࡳについて༑分にᢕᥱするととࡶに、ᢞ㈨者⮬ࡽの㈨ຊ、ᢞ㈨目的

及びᢞ㈨⤒㦂等に↷ࡽして㐺ษであると判᩿する場ྜにのࡳ、⮬ᕫの㈐௵において⾜࠺

ことが⫢せです。 

ᡭᩘᩱ࡞ㅖ㈝⏝に࡚࠸ࡘ

 商品ඛ≀取引を⾜࠺にあࡓっては、ู⣬「当社が定ࡓࡵጤク手ᩘᩱ୍ぴ」にグ㍕の㢠

及び方法にࡼり取引手ᩘᩱをいࡔࡓきます。 

ドᣐ金に࡚࠸ࡘ

 商品ඛ≀取引を⾜࠺にあࡓっては、ู⣬「当社が定ࡓࡵጤク者証ᣐ金㢠୍ぴ」にグ㍕

の証ᣐ金（ᚋẁ 2㸬�1�にグ㍕の⌧金㊊㢠を除き、Ⲵ証券（以下、「௦用᭷౯証券」

といいます。）にࡼり௦用することがྍ⬟です。）をᢸಖとしてᕪしධࢀཪは㡸クして

いࡔࡓきます。 

 証ᣐ金の㢠は、㹑㹎㸿㹌pにࡼり、ඛ≀取引యのᘓ⋢ࡎ⏕ࡽるࣜࢡࢫにᛂࡌてィ⟬

ますので、商品ඛ≀取引の㢠の証ᣐ金の㢠に対するẚ⋡は、ᖖに୍定ではありまࢀࡉ

せん。 

ͤ 㹑㹎㸿㹌pとは、㹁KLFDJR 㹋HUFDQWLOH 㹃[FKDQJH が㛤Ⓨしࡓ証ᣐ金ィ⟬方法で、㹒KH 6WDQGDUG 
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3RUWIROLR AQDO\VLV RI RLVN の␎です。ඛ≀・ࣙࢩࣉ࢜ン取引యのᘓ⋢ࡎ⏕ࡽるࣜࢡࢫにᛂ

 。ますࢀࡉ⟭て証ᣐ金㢠がィࡌ

ͤ当社では、ᰴᘧ会社日本証券ࣜࣜࢡンࢢ機ᵓが定ࡵる௦用౯᱁（᭷౯証券の✀㢮にᛂࡓࡌ時౯

にࡎき⋡）࠙ KWWSV���ZZZ�MS[�FR�MS�MVFF�LQIRUPDWLRQ�QHZV�LQGH[�KWPO ᰴᘧ会社日本証

券ࣜࣜࢡンࢢ機ᵓࠚにᚑって、௦用᭷౯証券を証ᣐ金に当できることとしております。 

ၟရඛ≀取引のࣜࢡࢫに࡚࠸ࡘ

 商品ඛ≀の౯᱁は、対㇟商品の౯᱁のኚ動等にࡼり上下しますので、こࢀにࡼりᦆኻ

がⓎ⏕することがあります。まࡓ、商品ඛ≀取引は、ᑡ㢠の証ᣐ金で当ヱ証ᣐ金の㢠を

上ᅇる取引を⾜࠺ことができることࡽ、時としてከ㢠のᦆኻがⓎ⏕するྍ⬟ᛶを᭷し

ています。しࡓがって、商品ඛ≀取引の㛤ጞにあࡓっては㺂下グのෆᐜを༑分にᢕᥱする

ᚲせがあります。 

・ 市場౯᱁がணとは対の方ྥにኚしࡓときには、▷ᮇ間のࡕ࠺に証ᣐ金の㒊

分ཪはࡑのすてをኻ࠺ことࡶあります。まࡑ、ࡓのᦆኻは証ᣐ金の㢠ࡅࡔに㝈定ࡉ

 。ませんࢀ

・ 商品ඛ≀取引の相場のኚ動ࡸ௦用᭷౯証券の್下がりにࡼり㊊㢠がⓎ⏕しࡓとき

は、証ᣐ金の㏣ຍᕪධࢀཪは㏣ຍ㡸クがᚲせとなります。 

・ 所定の時㝈までに証ᣐ金をᕪしධࢀཪは㡸クしない場ྜࡸ、⣙ㅙ᭩の定ࡵにࡼりࡑ

ののᮇ㝈の利┈の႙ኻの⏤にヱ当しࡓ場ྜには、受クዎ⣙‽๎第33᮲なࡽびに「ඛ

ン取引口ᗙタ定⣙ㅙ᭩」第ࣙࢩࣉ࢜・≀ 12 ᮲ 2 㡯にᇶ࡙き、ᦆኻを⿕っࡓ≧ែでᘓ⋢

の㒊が決῭ࢀࡉます。᭦にこの場ྜ、ࡑの決῭で⏕ࡓࡌᦆኻについてࡶお客様ご⮬

㌟が㈐௵を㈇࠺ことになります。 

・ 金融商品取引所は、取引に␗ᖖが⏕ࡓࡌ場ྜཪはࡑのおࢀࡑがある場ྜࡸ、金融商

品取引Ύ⟬機関の決῭ࣜࢡࢫ⟶⌮のほⅬࡽᚲせとㄆࢀࡽࡵる場ྜには、証ᣐ金㢠の

引上ࡸࡆ証ᣐ金の᭷౯証券にࡼる௦用の制㝈等のつ制措置を取ることがあります。ࡑ

のࡵࡓ㺂証ᣐ金の㏣ຍᕪධࢀཪは㏣ຍ㡸クࡸ௦用᭷౯証券と⌧金のᕪ࠼等がᚲせと

なる場ྜがあります。 

・ 市場の≧ἣにࡼっては、意ᅗしࡓとおりの取引ができないことࡶあります。ࡤ࠼、

市場౯᱁が制㝈್ᖜに㐩し࠺ࡼࡓな場ྜ、㌿ཪは㈙ᡠしにࡼる決῭をᕼᮃしてࡶ、

 。ができない場ྜがありますࢀࡑ

・ 市場の≧ἣにࡼっては、金融商品取引所が制㝈್ᖜをᣑすることがあります。ࡑ

の場ྜ㺂１日のᦆኻがணを上ᅇることࡶあります。 
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ၟရඛ≀取引ࣇ࢜・ࢢ࣮ࣥࣜࢡࠊࡣの対㇟にࢇࡏࡲࡾ࡞ࡣ

・ 商品ඛ≀取引に関しては、金融商品取引法第 37 ᮲の 6のつ定の㐺用はありません。

ၟရඛ≀取引の⤌ࡳに࡚࠸ࡘ

㸯㸬ၟရඛ≀取引の⤌ࡳに࡚࠸ࡘ

 商品ඛ≀取引は、金融商品取引所が定ࡵるつ๎にᚑって⾜います。 

ۑ 取引の᪉ἲ

�1� 対㇟商品 

取引対㇟の商品は、㈗金ᒓ（金、㖟、ⓑ金等）、࣒ࢦ（R66、76R 等）、㎰⏘≀（とࢁࡶ࠺こし等）、

CM( ཎἜ等指ᩘඛ≀の金融商品取引所が業務つ⛬等に定ࡓࡵ商品となります。 

�2� 取引のᮇ㝈 

D 金ᶆ‽、㖟、ⓑ金ᶆ‽及びࣃラ࣒࢘ࢪඛ≀取引 

㸰月、㸲月、㸴月、㸶月、１０月、１㸰月の᭱⤊営業日（ࡔࡓし、12月は 2� 日（ఇ業日ཪは１

㸰月の᭱⤊営業日に当ࡓるときは、㡰ḟ⧞り上ࡆます。）とします。）を受Ώ決῭ᮇ日とする取引

（以下「㝈月取引」といいます。）に区分して⾜います。 

ྛ㝈月取引は、受Ώ決῭ᮇ日ࡽ㉳⟬して㸲営業日๓を取引᭱⤊日とし、ࡑの⩣営業日ࡽ᪂

しい㝈月取引が㛤ጞࢀࡉます。 

E 金ࢽ࣑及びⓑ金ࢽ࣑ඛ≀取引 

㸰月、㸲月、㸴月、㸶月、１０月、１㸰月の取引᭱⤊日の⩣営業日を᭱⤊決῭日とする取引に

区分して⾜います。 

ྛ㝈月取引は、ᶆ‽取引の取引᭱⤊日の๓営業日を取引᭱⤊日とし、ࡑの⩣ࠎ営業日ࡽ᪂し

い㝈月取引が㛤ጞࢀࡉます。 

F 金及びⓑ金㝈日ඛ≀取引  

取引日の❧会時間においてᡂ❧し、ཪは取引日の❧会⤊時におࡅるࣟール࢜ーࣂー にࡼりⓎ

⏕し、㌿ⱝしくは㈙ᡠしཪはࣟール࢜ーࣂーにࡼりᾘ⁛する取引（以下、「㝈日取引」といいま

す。）に区分して⾜います。 

G ࣒ࢦ（R66）ඛ≀取引 

ẖ月の᭱⤊営業日（ࡔࡓし、12月は 2� 日（ఇ業日ཪは１㸰月の᭱⤊営業日に当ࡓるときは、㡰

ḟ⧞り上ࡆます。）とします。）を受Ώ決῭ᮇ日とする取引に区分して⾜います。 

ྛ㝈月取引は、受Ώ決῭ᮇ日ࡽ㉳⟬して㸳営業日๓を取引᭱⤊日とし、ࡑの⩣営業日ࡽ᪂

しい㝈月取引が㛤ጞࢀࡉます。 
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H ࣒ࢦ（76R）ඛ≀取引  

ẖ月の⯪✚日ࡽ㉳⟬して 9 営業日ᚋを受Ώ決῭ᮇ日とする取引に区分して⾜います。ࡓ

し、当㝈月の第ࡔ 10 営業日ࡽ当㝈月の⩣月の 15 日までに受Ώ品の⯪✚をࡉせるࡶのとし

ます。 

ྛ㝈月取引は、当㝈月の๓月᭱⤊営業日を取引᭱⤊日とし、ࡑの⩣営業日ࡽ᪂しい㝈月取引

が㛤ጞࢀࡉます。 

I とࢁࡶ࠺こしඛ≀取引 

1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日ࡽᮎ日までのࡕ࠺、当ヱ᭱ึのⲴ受Ώண定日の๓

営業日を受Ώ決῭ᮇ日とする取引に区分して⾜います。 

ྛ㝈月取引は、当㝈月の๓月の 15日を取引᭱⤊日（ఇ業日に当ࡓる場ྜは㡰ḟ⧞り上ࡆます。）

とし、ࡑの⩣営業日ࡽ᪂しい㝈月取引が㛤ጞࢀࡉます。 

J ୍⯡㇋ඛ≀取引 

㸰月、㸲月、㸴月、㸶月、１０月、１㸰月の 15 日（ఇ業日に当ࡓる場ྜは㡰ḟ⧞り上ࡆます。）

の 3 営業日ᚋの日ࡽ当㝈月の᭱⤊営業日（ࡔࡓし、12 月にあっては、᭱⤊営業日ࡽ㉳⟬して

4営業日๓の日）までのࡕ࠺、Ώ方が指定しࡓ営業日を受Ώ決῭ᮇ間とする取引に区分して⾜いま

す。 

ྛ㝈月取引は、当㝈月の 15 日（ఇ業日に当ࡓる場ྜは㡰ḟ⧞り上ࡆます。）を取引᭱⤊日とし、

 。ますࢀࡉ᪂しい㝈月取引が㛤ጞࡽの⩣営業日ࡑ

K ᑠ㇋ඛ≀取引 

ẖ月の᭱⤊営業日の๓日（ࡔࡓし、12月は 24 日（ఇ業日に当ࡓる場ྜは㡰ḟ⧞り上ࡆます。））

を受Ώ決῭ᮇ日とする取引に区分して⾜います。ྛ㝈月取引は、受Ώ決῭ᮇ日ࡽ㉳⟬して 3 営

業日๓を取引᭱⤊日とし、ࡑの⩣営業日ࡽ᪂しい㝈月取引が㛤ጞࢀࡉます。 

L CM( ཎἜ等指ᩘඛ≀取引 

ྛ㝈月の第୍営業日（⡿ᅜにおࡅる当ヱ日が CM( ཎἜ等指ᩘが⟬ฟࢀࡉない日に当ࡓる場ྜは、

㡰ḟ⧞り下ࡆます。）を取引᭱⤊日とし、ࡑの⩣営業日ࡽ᪂しい㝈月取引が㛤ጞࢀࡉます。 

 �3� 日中取引⤊ᚋの取引 

  商品ඛ≀取引では、金融商品取引所が定ࡵるとこࢁにࡼり、日中取引⤊ᚋにࡶኪ間セࣙࢩࢵン 

 �16�30～⩣ 6�市場࣒ࢦ、00 16�30～19�00�がタࢀࡽࡅており、日中取引⤊ᚋの取引がྍ⬟となって

います。当ヱセࣙࢩࢵン中におこなっࡓ取引にಀる್Ὑいࡸ証ᣐ金のᕪධࢀཪは㡸クなは、当ヱセ

 。ンの⩣日中取引分とేせて（取引日ごとに）⾜いますࣙࢩࢵ

 ー取引ࢪࢸトラࢫ �4�

 商品ඛ≀取引では、金融商品取引所が定ࡵる⠊ᅖෆで、」ᩘの商品ඛ≀取引の付ࡅཪは㈙付ࡅを

ྠ時に⾜࠺取引（ࢫトラࢪࢸー取引）ができます。 

�5� 制㝈್ᖜ 

商品ඛ≀取引では、相場のᛴ⃭なኚにࡼりお客様が のᦆᐖを⿕ることがない࠺ࡼ、ᇶ‽್ẁ

ていࡅ制㝈್ᖜ（１日にኚ動しᚓる್ᖜ）をタࡓる୍定の್ẁをຍῶしࡵ金融商品取引所が定、ࡽ

ます。 
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金融商品取引所はᚲせにᛂࡌて್の制㝈್ᖜをኚ᭦することがあります。 

�6� 取引の୍時中᩿ 

 商品ඛ≀取引では、ඛ≀౯᱁がᖜに上᪼ཪは下ⴠしࡓ場ྜには、୍㒊の取引を除き、取引を୍時

中᩿する制度（ࢧーࢵ࢟トブࣞー࢝ー制度）がタࢀࡽࡅています。 

�7� 取引つ制 

 金融商品取引所が取引に␗ᖖがあるとㄆࡵる場ྜཪはࡑのおࢀࡑがあるとㄆࡵる場ྜには、ḟのࡼ

 。ることがありますࢀࡽなつ制措置が取࠺

㹟㸬制㝈್ᖜの⦰ᑠ 

㹠㸬証ᣐ金のᕪධ日時ཪは㡸ク日時の⧞上ࡆ 

㹡㸬証ᣐ金㢠の引上ࡆ 

㹢㸬証ᣐ金の᭷౯証券にࡼる௦用の制㝈 

㹣㸬証ᣐ金の௦用᭷౯証券の目の引下ࡆ 

㹤㸬商品ඛ≀取引の制㝈ཪは⚗Ṇ 

㹥㸬ᘓ⋢制㝈 

ۑ Ỵ῭の᪉ἲ

�1�㌿ཪは㈙ᡠしにࡼる決῭（対㈙にࡼる決῭） 

 商品ඛ≀取引について、㈙ᘓ⋢（ཪはᘓ⋢）をಖ᭷するᢞ㈨者は、取引᭱⤊日までに㌿（ཪは

㈙ᡠし）を⾜い、᪂つの㈙付ࡅ（ཪは付ࡅ）を⾜っࡓときの⣙定ᩘ್と㌿（ཪは㈙ᡠし）を⾜っ

 。り決῭することができますࡼときの⣙定ᩘ್とのᕪに相当する金㖹をᤵ受することにࡓ

�2� ⌧≀商品の⌧Ώし・⌧引きにࡼる決῭ 

 受Ώ決῭ᆺ商品ඛ≀取引について、当㝈月の 15 日（とࢁࡶ࠺こし、୍⯡㇋については当㝈月 1

日）（ఇ業日の場ྜは⧞り上ࡆ）の༗ᚋ 4時までに受Ώの指♧がない場ྜ、⩣営業日の日中❧会ᐤ付き

にてお客様のィ⟬にࡼりᘓ⋢を決῭します。༶ᗙに⣙定できない場ྜࡶ㔞⣙定するまでⓎὀします。

なお、当社での受Ώし取ᢅ㖭は金・ⓑ金・㖟に㝈ࡽせていࡔࡓきます。 

�3� ⌧金決῭ᆺ商品ඛ≀取引 

  当社では⌧金決῭ᆺ商品ඛ≀取引についてࡶ、受Ώ決῭ᆺ商品ඛ≀取引とྠ様に、当㝈月の 15 日（ఇ

業日の場ྜは⧞り上ࡆ）の༗ᚋ 4 時までに受Ώの指♧がない場ྜ、⩣営業日の日中❧会ᐤ付きにてお

客様のィ⟬にࡼりᘓ⋢を決῭します。༶ᗙに⣙定できない場ྜࡶ㔞⣙定するまでⓎὀします。 

)し、CMࡔࡓ） ཎἜ等指ᩘඛ≀は除く。） 

2㸬ドᣐ金に࡚࠸ࡘ

�1� 証ᣐ金のᕪධࢀཪは㡸ク 

 証ᣐ金は、ḟの࠺ࡼに⟬ฟࡓࢀࡉ⥲㢠の㊊㢠ཪは⌧金の㊊㢠のいࢀࡎきな㢠以上の㢠を、

㊊㢠が⏕ࡓࡌ日の⩣営業日 12�00（㢳客が非ᒃ住者の場ྜは㊊㢠が⏕ࡓࡌ日ࡽ㉳⟬して㸱日目
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の日）までにᕪしධࢀཪは㡸クしなࡤࢀࡅなりません。 

 なお、証ᣐ金はⲴ証券にࡼる௦用がྍ⬟ですが、⌧金㊊㢠に相当する㢠の証ᣐ金は、ᚲࡎ⌧金

でᕪしධࢀཪは㡸クしなࡤࢀࡅなりません。 

 㢠の㊊㢠⥲ ۑ

受ධ証ᣐ金の⥲㢠が証ᣐ金所せ㢠を下ᅇっている場ྜのᕪ㢠 

 金㊊㢠⌧ ۑ

証ᣐ金としてᕪしධࢀཪは㡸クしている金㖹の㢠と㢳客の⌧金ᨭᡶண定㢠とのᕪ㢠 

  

㹟 ጤク者証ᣐ金 

  お客様がಖ᭷するᘓ⋢యを⥔ᣢするࡵࡓにᚲせな証ᣐ金の金㢠として当社が定ࡵる金㢠を「ጤ

ク者証ᣐ金」といいます。「ጤク者証ᣐ金」は、お客様がಖ᭷するᘓ⋢యࡌ⏕ࡽるࣜࢡࢫにᛂࡌ

て㹑㹎㸿㹌pを用いてィ⟬ࡓࢀࡉ金㢠（取引証ᣐ金所せ㢠）以上の㢠で決定することとࢀࡉており、

当社の「ጤク者証ᣐ金」は、ओ日本証券ࣜࣜࢡンࢢ機ᵓࡽẖ㐌金曜日にⓎ⾲ࢀࡉるࣉラࢫ・

ࡼない金㢠をタ定しております。なお、「証ᣐ金所せ㢠」は相場の≧ἣ等にࡽを下ᅇࢪンࣞンࣕ࢟ࢫ

り、㐺時見┤しが⾜ࢀࢃますので、「ጤク者証ᣐ金」は୍定の金㢠ではありません。 

   

㹠 受ධ証ᣐ金の⥲㢠 

  お客様が㡸クしࡓ証ᣐ金の⥲㢠に、⌧金ᤵ受ண定㢠（ィ⟬上のᦆ┈（┈຺定の場ྜはຍ⟬しませ

ん）㸩㈙ᦆ┈金）をຍῶしࡓ㢠を「受ධ証ᣐ金の⥲㢠」といいます。 

  ᘓ⋢を⥔ᣢするࡵࡓには、この「受ධ証ᣐ金の⥲㢠」が「ጤク者証ᣐ金」を下ᅇࡽない࠺ࡼに、

証ᣐ金を㡸クしておくᚲせがあります。 

�2� 証ᣐ金の㏉㑏 

 当社は、㢳客が商品ඛ≀取引について、お客様がᕪしධࡓࢀཪは㡸クしࡓ証ᣐ金ࡽᮍᒚ⾜മ務㢠

を᥍除しࡓ㢠について㏉㑏を⏦しධࡓࢀときは、⏦しฟࡽ 4営業日以ෆに㏉㑏します。 

3㸬取引ཧຍ⪅◚⥢等のᘓ⋢のฎ⌮に࡚࠸ࡘ

 金融商品取引所の取引ཧຍ者にᨭᡶ⬟等の⏤がⓎ⏕しࡓ場ྜには、ཎ๎として金融商品取引所が

ᨭᡶ⬟にࡼる㈙Ṇ等の措置をㅮࡑ、ࡌの時にಖ᭷しているᘓ⋢についてはḟのฎ⌮が⾜ࢀࢃま

す。 

�1� の取引ཧຍ者に⛣⟶する場ྜ 

 ⛣⟶し࠺ࡼとする場ྜは、金融商品取引所が指定しࡓ取引ཧຍ者に対して㢳客が⛣⟶の⏦㎸ࡳを⾜

い、承ㅙをᚓるᚲせがあります。まࡓ、⛣⟶ඛの取引ཧຍ者にඛ≀・ࣙࢩࣉ࢜ン取引口ᗙをタ定する

ᚲせがあります。 

�2� ⛣⟶せࡎに㌿・㈙ᡠし等を⾜࠺場ྜ 

 ᨭᡶ⬟にࡼる㈙Ṇ等の措置を受ࡓࡅ取引ཧຍ者に㌿・㈙ᡠし・ᶒ利⾜を指♧することに
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 。こととなります࠺⾜ってࡼ

�3� 金融商品取引所が指定する日時までに�1�、�2�いࢀࢃ⾜ࡶࢀࡎない場ྜ 

 お客様のィ⟬で㌿・㈙ᡠし・ᶒ利⾜が⾜ࢀࢃます。 

 なお、ᕪしධࢀཪは㡸クしࡓ証ᣐ金（㢳客の⌧金ᨭᡶண定㢠に相当する㒊分は除きます。）はጤク分

の取引証ᣐ金としてΎ⟬機関に┤᥋㡸クཪはᕪ㡸クࢀࡉておりますので、当ヱ取引証ᣐ金について

は、ࡑの⠊ᅖෆでΎ⟬機関のつ๎に定ࡵるとこࢁにࡼり、⛣⟶ඛの取引ཧຍ者ཪはΎ⟬機関ࡽ㏉㑏を

受ࡅることができます。 

ඛ≀取引ཬࡑࡧのጤクに関するせ࡞⏝ㄒ

 証ᣐ金（し࠺ࡻこきん） 

 ඛ≀取引のዎ⣙⩏務のᒚ⾜を☜ಖするࡵࡓにᕪしධࢀཪは㡸クするಖ証金をいいます。 

 ᘓ⋢（ࡓてࡻࡂく） 

 ඛ≀取引のࡕ࠺、決῭が⤖していないࡶのをᘓ⋢といいます。まࡓ、㈙付ࡅのࡕ࠺、決῭が⤖

していないࡶのを㈙ᘓ⋢といい、付ࡅのࡕ࠺、決῭が⤖していないࡶのをᘓ⋢といいます。

 ㈙ᡠし 

 ᘓ⋢を決῭する（ᘓ⋢をῶࡌる）ࡵࡓに⾜࠺㈙付ࡅをいいます。 

 ㌿ 

 ㈙ᘓ⋢を決῭する（㈙ᘓ⋢をῶࡌる）ࡵࡓに⾜࠺付ࡅをいいます。 

 㝈月（ࡆんࡆつ） 

 取引の決῭ᮇ日のᒓする月をいいます。ඛ≀取引ではྠ୍商品について」ᩘの㝈月がタ定ࢀࡉ、

 。ますࢀࢃ⾜について取引がࢀࡒࢀࡑ

 ࣟール࢜ーࣂー 

 㝈日⌧金決῭ඛ≀取引のᘓ⋢について、ࡑのᘓ⋢がᏑᅾする取引日において㌿ཪは㈙ᡠしが⾜

ないときは、当ヱ取引日を㝈日とするᘓ⋢が当ヱ取引日の⩣取引日のኪ間❧会にಀる㈙ὀᩥࢀࢃ

の受付㛤ጞ時の┤๓にᾘ⁛し、ྠ時に、ᾘ⁛しࡓᘓ⋢とྠ୍のෆᐜ（㝈日については当ヱ取引日の

┤ᚋの取引日とします。）を᭷するᘓ⋢が᪂ࡓにⓎ⏕することをいいます。 

ၟရඛ≀取引にಀる金融ၟရ取引ዎ⣙のᴫせ

当社におࡅる商品ඛ≀取引については、以下にࡼります。 

 ᅜෆの取引所金融商品市場のጤクὀᩥの取ḟࡂ 

 商品ඛ≀取引の፹、取ḟࡂཪは௦⌮ 

 商品ඛ≀取引のお取引に関するお客様の金㖹ཪはᘓ⋢の⟶⌮ 

金融ၟရ取引ዎ⣙に関する⛒⛯のᴫせ

㸺商品ඛ≀取引に関する⛒⛯のᴫせ㸼 

ಶ人のお客様に対するㄢ⛯は、以下にࡼります。 

・ 商品ඛ≀取引にಀるᕪ金等決῭ࡓࡌ⏕ࡽ利┈は、の所ᚓと分㞳して、業所ᚓཪは㞧所ᚓと
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してㄢ⛯ࢀࡉます。なお、のඛ≀取引等にಀる㞧所ᚓ等とのᦆ┈㏻⟬がྍ⬟であり、ᦆኻは⩣ᖺ

以㝆 3ᖺ間⧞り㉺して利┈を相ẅできる⧞㉺᥍除の制度があります。 

法人のお客様に対するㄢ⛯は、以下にࡼります。 

・ 商品ඛ≀取引にಀるᦆ┈は、法人⛯にಀる所ᚓのィ⟬上、┈金の㢠ཪはᦆ金の㢠に⟬ධࢀࡉます。

なお、ヲ⣽につきましては、⛯⌮ኈ等のᑓ㛛ᐙにおၥいྜࢃせくࡉࡔい。 

当社࠺⾜ࡀ金融ၟရ取引ᴗの内ᐜཬࡧ᪉ἲのᴫせ等

当社が⾜࠺金融商品取引業は、に金融商品取引法第 2� ᮲第１㡯のつ定にᇶ࡙く第୍✀金融商品取引

業であり、当社において商品ඛ≀取引を⾜ࢀࢃる場ྜは、以下にࡼります。 

 お取引にあࡓっては、あࡵࡌࡽ「ඛ≀㺃ࣙࢩࣉ࢜ン取引口ᗙタ定⣙ㅙ᭩」にᚲせ㡯をグධの࠼࠺、

ᤫ༳して当社にᕪしධࢀ、ඛ≀㺃ࣙࢩࣉ࢜ン取引口ᗙを㛤タしていࡔࡓくᚲせがあります。ඛ≀㺃࢜

ます。なお、⣙ㅙ᭩についࢀࡉ⌮てこの口ᗙを㏻してฎン取引に関する金㖹・ᘓ⋢は、すࣙࢩࣉ

ては༑分おㄞࡳいࡔࡓき、ࡑのしをಖ⟶してくࡉࡔい。（当社ではࣙࢩࣉ࢜ン取引は取りᢅってお

りません） 

 ඛ≀㺃ࣙࢩࣉ࢜ン取引口ᗙの㛤タにあࡓっては、୍定のᢞ㈨⤒㦂、▱㆑、㈨ຊ等がᚲせですので、場

ྜにࡼっては、口ᗙの㛤タにᛂࢀࡽࡌないことࡶあります。 

 ごὀᩥは、当社が定ࡓࡵ取ᢅ時間ෆに⾜ってくࡉࡔい。 

 ごὀᩥにあࡓっては、ጤクする取引対㇟及び㝈月取引、付ࡅཪは㈙付ࡅのู、᪂つཪはษ、ὀ

ᩥᩘ㔞、౯᱁（指್、ᡂ⾜等）、ጤクὀᩥの᭷ຠᮇ間等ὀᩥのᇳ⾜にᚲせな㡯を᫂♧していࡔࡓき

ます。こࡽࢀの㡯を᫂♧していࡅࡔࡓなっࡓときは、ごὀᩥのᇳ⾜ができない場ྜがあります。

 ὀᩥࡓࢀࡉ商品ඛ≀取引がᡂ❧すると、ࡑのෆᐜをご☜ㄆいࡔࡓくࡵࡓ、当社ࡽ㺀取引ሗ࿌᭩වಖ

証金受㡿᭩㺁が付ࢀࡉます。 

 まࡓ、商品ඛ≀取引がᡂ❧しࡓᚋ、ࡑのᘓ⋢が決῭ࢀࡉるまでの間、ᘓ⋢のෆᐜをご☜ㄆいࡔࡓく

 。ますࢀࡉẖ月㺀取引ṧ㧗ሗ࿌᭩㺁が㒑㏦ࡽ当社、ࡵࡓ

 この㺀取引ሗ࿌᭩වಖ証金受㡿᭩㺁、㺀取引ṧ㧗ሗ࿌᭩㺁のෆᐜは、ᚲࡎご☜ㄆ下ࡉい。 

 ୍、グ㍕ෆᐜが相㐪しているときは、速ࡸに当社の取引相談ᐊ┤᥋ご連⤡下ࡉい。 

当社のᴫせ

商 号 等    ㉳証券ᰴᘧ会社 金融商品取引業者 東ᾏ㈈務ᒁ㛗（金商）第 195 号 

本ᗑ所ᅾᆅ    〒460-0003 名古屋市中区錦 2丁目 2番 13 号 

連 ⤡ ඛ    052-201-6311（௦⾲） ཪはお取引のあるᨭᗑにご連⤡くࡉࡔい。 

ຍ ධ ༠ 会    日本証券業༠会、୍⯡社ᅋ法人金融ඛ≀取引業༠会 日本商品ඛ≀取引༠会 

         日本ᢞ㈨者ಖㆤᇶ金 日本商品ጤク者ಖㆤᇶ金 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

㈨ 本 金    6 ൨ 3000  （௧ 3 ᖺ 6 月 15 日⌧ᅾ） 

 な  業    金融商品取引業 

タ ❧ ᖺ 月    1950 ᖺ �月 
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当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

住所  ：〒460-0003 名古屋市中区錦 2丁目 2番 13 号 

電話番号：0120-706-030（本社取引相談室）

受付時間：月曜日～金曜日 9時 00 分～17時 00 分 （祝祭日除く） 

金融 ADR 制度のご案内

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・

迅速な解決を目指す制度です。 

金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定

紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」を利用

することができます。 

住所  ：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 第二証券会館 

電話番号：0120-64-5005（FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。）

受付時間：月曜日～金曜日 ９時００分～１７時００分（祝日を除く） 
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本　　社 ／〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目 2番 1 3 号
 　電話　（0 5 2）2 0 1 ― 6 3 1 1（代表）

大阪支店 ／〒532-0011 大阪市淀川区西中島一丁目1 5 番 2号
 　電話　（0 6）5 3 0 0 ― 5 7 5 7（代表）

東京支店 ／〒104-0045 東京都中央区築地四丁目 1番 1号
  東劇ビル 7Ｆ
 　電話　（0 3）3 5 4 3 ― 9 1 1 1（代表）

京都インフォメーションセンター ／〒604-0835 京都市中京区御池通間之町東入高宮町 2 0 6
 　電話　（0 7 5）2 4 1 ― 7 7 1 1（代表）

金沢インフォメーションセンター ／〒920-0869 金沢市上堤町 2番 3 7 号
 　電話　（0 7 6）2 2 2 ― 5 8 1 1（代表）

広島インフォメーションセンター ／〒730-0013 広島市中区八丁堀 1 5 番 1 0 号
 　電話　（0 8 2）2 2 1 ― 5 5 0 0（代表）

お客様相談窓口　取引相談室

電 話　052－201－6333

２版
2 0 2 1 . 1 0
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